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一
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害
に
よ
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害
農
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漁
業
者
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に
対
す
る
経
営
資
金
等
利
子
補
給
費
及
び
損
失
補
償
費
補
助
金

交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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年
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十
六
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事
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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����

ザ
・
ベ
ス
ト
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

一
月
号

一
四
〇
〇
三－

一

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

ブ
ブ
カ
マ
ッ
ク
ス

一
月
号

一
八
〇
一
一－

一

コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

�����

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

一
月
号

〇
七
六
七
九－

一

�����

デ
ラ
べ
っ
ぴ
ん

一
月
号

一
六
四
八
七－

一

英
知
出
版

�����

ペ
ン
ト
ハ
ウ
ス

一
月
号

〇
七
九
三
三－

一

ぶ
ん
か
社

�����

海
賊
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン

一
月
号

〇
二
六
四
一－

一

竹
書
房

�����

コ
ミ
ッ
ク
快
楽
天

一
月
号

一
三
八
七
七－

一

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン

�����

Ｄ
ｒ.

ピ
カ
ソ

一
月
号

〇
六
六
三
五－

〇
一

バ
ウ
ハ
ウ
ス

����	

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ
ブ
ー

一
月
号

一
九
六
七
三－

〇
一

三
和
出
版

����


月
刊
コ
ー
ル

十
二
月
号

八
六
〇
三
三－

一
二

ノ
ー
ス
ア
ド
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
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災
害
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
金
等
利
子
補
給
費
及
び
損
失
補
償
費
補

助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

災
害
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
金
等
利
子
補
給
費
及
び
損
失
補
償
費
補
助
金

交
付
規
程

(
昭
和
三
十
二
年
十
月
青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
三
項
を
削
る
。

別
表
の
１
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

｢

別
表
の
２
の
表
中

を
削
り
、

｣

｢平
成
５
年
５
月
下
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
の
天
災
｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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災
害

名
資
金
区
分
末
端
貸
付

利
率

補
助

率

平
成
15年
５
月
中
旬
か
ら

９
月
上
旬
ま
で
の
低
温
及

び
日
照
不
足
の
天
災

経
営
資
金

年
0.75％

特
別
被
害
農
業
者
で
特
別
被
害
地
域

内
に
お
い
て
農
業
を
営
む
も
の
に
貸

し
付
け
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
年

1.65％
､
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て

は
年
1.5％

昭
和
56年
８
月
21日
か
ら
23日
ま
で
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨

の
天
災

昭
和
56年
８
月
か
ら
10月
ま
で
の
低
温
の
天
災

昭
和
58年
の
日
本
海
中
部
地
震
の
天
災

昭
和
58年
６
月
及
び
７
月
の
低
温
の
天
災

昭
和
60年
８
月
28日
か
ら
９
月
１
日
ま
で
の
暴
風
雨
の
天

災昭
和
62年
８
月
28日
か
ら
９
月
１
日
ま
で
の
暴
風
雨
の
天

災昭
和
63年
６
月
下
旬
か
ら
10月
上
旬
ま
で
の
低
温
等
の
天

災

平
成
５
年
５
月
下
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
の
天
災

平
成
15年
５
月
中
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
の
低
温

及
び
日
照
不
足
の
天
災

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二
一
七
の
二

小
鹿

豊
明

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
宮
本
一
〇
の
四

小
鹿

秋
男

今
別
町
西
部
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ

て
、
主
と
し
て
い

か
つ
り
漁
業

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
上
宇
鉄
七

�
谷

一

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
上
宇
鉄
二
小
林

秀
則

三
�
村
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ

て
、
主
と
し
て
い

か
つ
り
漁
業

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

二

下
北
郡
東
通
村

平
成

��･

��･

��
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公

告

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

舘
村
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
認
可

し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

事
業
名

維
持
管
理

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
舞
夢
Ｍ
Ｖ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
舞
夢
Ｖ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
舞
夢
Ｍ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
ガ
ー

ル
Ｊ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
ガ
ー

ル
Ｋ
Ｘ

〃

〃

お
さ
か
な
物
語
Ｚ
Ｓ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
お
さ
か
な
物
語
Ｍ
Ｄ

〃

〃

ニ
ュ
ー
ざ
ん
す

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ニ
ュ
ー
ざ
ん
す

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ド
ラ
ツ
モ
天
国
Ｓ

豊
丸
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
バ
ニ
ー
に
お
ま
か
せ

株
式
会
社
銀
座

〃

Ｃ
Ｒ
デ
カ
イ
ン
カ
Ｎ
Ｓ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
猛
獣
王
Ｆ
Ｎ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

回
胴
式
遊
技
機

ス
ー
パ
ー
ク
ル
ー
ズ
７－

30

ベ
ル
コ
株
式
会
社

〃

ウ
ー
ナ
ミ－

30

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

正

誤
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平
成
��･

�･

�

第
二
一
七
一
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

林

政

課

告

示

区

分

第
三
四
三
号

番

号

三

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か
ら
五

後
ろ
か
ら
六

後
ろ
か
ら
七

後
ろ
か
ら
九

後
ろ
か
ら一
〇

後
ろ
か
ら一
二

後
ろ
か
ら一
八

行

昭
和
五
十
八
年
十
一
月
二
日
農
林
水

産
省
告
示
第
二
千
九
十
八
号

(
二
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

、

昭
和
五
十
八
年
八
月
九
日
農
林
水
産

省
告
示
第
千
四
百
二
号

(

一
、
二
及

び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

昭
和
五
十
八
年
六
月
九
日
農
林
水
産

省
告
示
第
八
百
五
十
八
号

(

一
及
び

三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

昭
和
五
十
八
年
六
月
一
日
農
林
水
産

省
告
示
第
八
百
号

(

二
に
係
る
も
の

に
限
る
。)

、

昭
和
五
十
八
年
四
月
十
三
日
農
林
水

産
省
告
示
第
四
百
八
号

(

一
、
二
及

び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

昭
和
五
十
七
年
十
月
二
十
一
日
農
林

水
産
省
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号

(

重
要
流
域

(

平
成
十
二
年
二
月
二

十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
八

十
三
号
で
指
定
さ
れ
た
重
要
流
域
を

い
う
。)

)

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

誤

削

除

昭
和
五
十
八
年
八
月
九
日
農
林
水
産

省
告
示
第
千
四
百
二
号

(

一
及
び
三

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

昭
和
五
十
八
年
六
月
九
日
農
林
水
産

省
告
示
第
八
百
五
十
八
号

(

一
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

削

除

昭
和
五
十
八
年
四
月
十
三
日
農
林
水

産
省
告
示
第
四
百
八
号

(

一
及
び
二

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

昭
和
五
十
七
年
十
月
二
十
一
日
農
林

水
産
省
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

(

国
有
林
及
び
重
要
流
域

(

平
成
十

二
年
二
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告

示
第
二
百
八
十
三
号
で
指
定
さ
れ
た

重
要
流
域
を
い
う
。)

に
係
る
も
の

に
限
る
。)

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

正


